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解
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建
設
局
河
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部
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課
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○
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
の
指
定
（
二
件
）
…
…
…
…
…（
同
）…
�

公

告

○
東
京
都
功
労
者
表
彰
…（
福
祉
局
生
活
福
祉
部
地
域
福
祉
課
）…
�

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
号

令
和
五
年
第
四
回
東
京
都
議
会
定
例
会
を
、
十
二
月
五
日
に
招
集

す
る
。令

和
五
年
十
一
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
一
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
三
年
東
京
都
告
示
第
百
六
十
一
号
に

よ
り
指
定
し
た
区
域
の
一
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
十
一
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
港
区
芝
五
丁
目
地

内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類

水
銀
及
び
そ

ひ

の
化
合
物
、
鉛
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
砒
素
及
び
そ
の
化
合
物

三

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

四

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去
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◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
二
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
六
項
及

び
第
九
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
三
十
年
東
京
都
告
示
第

八
十
四
号
に
よ
り
指
定
し
た
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特

別
警
戒
区
域
の
う
ち
、
別
表
に
掲
げ
る
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
。

な
お
、
「
別
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
東
京

都
建
設
局
河
川
部
及
び
国
立
市
役
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
十
一
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
三
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
及

び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
表
の
と
お
り
土
砂
災
害
警

戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
。

な
お
、
「
別
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
東
京

都
建
設
局
河
川
部
及
び
国
立
市
役
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
十
一
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
四
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
及

び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
表
の
と
お
り
土
砂
災
害
警

戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
。

な
お
、
「
別
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
東
京

都
建
設
局
河
川
部
及
び
清
瀬
市
役
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
十
一
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

公

告

東
京
都
功
労
者
表
彰
に
つ
い
て

東
京
都
表
彰
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
東
京
都
規
則
第
百
七
十
四

号
）
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
五
年
十
一
月
二
十
八
日
表
彰

さ
れ
た
方
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
五
年
十
一
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

氏

名

住
所
地

（
福
祉
・
医
療
・
衛
生
功
労
者
）

次
の
方
々
は
、
民
生
委
員
・
児
童
委
員
と
し
て
社
会
福
祉
と
保
健

衛
生
の
向
上
に
尽
力
さ
れ
特
に
優
れ
た
業
績
を
あ
げ
ら
れ
ま
し
た
。

大
谷

の
ぶ
子

中
央
区

䑓

純
一

江
東
区

永
井

富
士
子

品
川
区

比
護

美
香

目
黒
区

堀
江

敏
雄

大
田
区

植
田

美
智
子

大
田
区

下
山

申
子

世
田
谷
区

𠮷
川

順
子

中
野
区

多
田

裕
昭

杉
並
区

髙
谷

節
子

北
区

竹
内

明
美

北
区

安
部

義
治

荒
川
区

矢
野

典
子

板
橋
区

犬
塚

よ
し
み

練
馬
区

北
條

良
子

葛
飾
区

大
伴

は
る
よ

葛
飾
区
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小
田

一
見

江
戸
川
区

髙
木

祥
子

江
戸
川
区

松
岡

眞
弓

武
蔵
野
市

黒
川

晴
美

三
鷹
市

大
海

信
子

小
平
市
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